
会員各位 

支配人 栗栖竜一 

 

 

5 月 7 日以降の営業について 
 

 

平素は当スクール運営にご理解とご協力誠にありがとうございます。 

さて、政府の緊急事態宣言を受けて臨時休校の処置を取っておりますが、昨日 5 月 4 日に発 

表された新たな政府見解の期間延⾧を受け、5 月 7 日以降の営業について臨時休校延⾧と 

させていただきます。詳細は下記をご確認お願い致します。 

 

 

記 
 

 

１ʷ弊社では緊急事態宣言の延⾧を受けて臨時休校を 5 月 16 日(土)まで延⾧します。それ 

以後の営業につきましては 5 月 14 日以降にホームページなどでお知らせをさせていた 

だきます。なお今後の政府発表などよっては対応が変更されることがありますので予め 

ご了承ください。 

２ʷ月会費の取り扱いについては今月の延⾧期間が最終的に決定した時点で別途お知らせい 

たします。 

３ʷ延⾧期間のフロント受付に関しましては下記対応を実施致します。 

  フロント受付 ５月１５日（金） 

      時間 １０：００～１５：００ 

  ※以外期間は従業員の安全確保・感染拡大の防止を最優先に考え自粛いたします。 

４ʷ各種お問い合わせ・諸届などは今回に限り、メールでの対応もさせていただきます。 

  メール対応方法 

  ①メールアドレス info2006@jss-group.co.jp へ送信ください。 

  ②件名 休会希望・退会希望・その他 

  ③本文へ下記詳細を入力ください。 

氏名（会員の方）・ふりがな（会員の方）・電話番号 

   要件（休会希望の方は○月休会希望、退会希望の方は○月退会希望、その他は詳細 

を詳しくお願い致します。） 

  メール対応締切 ５月１５日 １５：００までの送信履歴迄対応 

 

会員の皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解とご協力の程宜しくお願い致します。 

 


